
 - 1 -

平成３０年２月 

香南市いじめ防止基本方針 

                       香南市教育委員会 

 

【はじめに】 

 いじめは、児童生徒の教育を受ける権利を侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重

大な影響を与える。さらに、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。 

 このようないじめは、大人社会の暴力、体罰、児童虐待、パワーハラスメントやセクシュアル

ハラスメントなどといったものと同様の社会問題であり、他人の弱みを笑いものにしたり、暴力

を肯定していると受け取られるような行為を容認したり、異質な他者を差別したりといった大人

の振る舞いが、子どもに影響を与えるという指摘もある。 

 一人でも多くの子どもをいじめから救うためには、子どもの模範となるべき大人一人一人が、

互いを認め合い、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるような人権感覚を

育むと同時に、子どもの心に寄り添いつつも、「いじめはいかなる理由があろうとも許されな

い」、「いじめは卑怯な行為である」という認識と「「いじめはどの子にも、どの学校でも起こ

りうる」という認識をもち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。 

 香南市では、「愛あふれ 明日を拓く 香南っ子！」を教育の目指す姿とし、子どもたちの命

と尊厳を守るために日々取り組んでいるが、本市においてもいじめは皆無ではなく、その早期発

見や適切な対処にいっそう努める必要がある。 

 そのことをふまえ、いじめは断じて許さないという強い決意を持って、ここに香南市の基本理

念を定め、責務を明らかにし、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進すること

を目的とし基本方針を定める。 

 

 

第１ いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項  

  １ 基本方針の目的 

（地方いじめ防止基本方針） 

第12条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方

公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本

的な方針（以下「地方いじめ防止基本方針」という。）を定めるよう努めるものとする。 

 本基本方針は、いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号。以下「法」という。）第12

条の規定に基づき、香南市におけるいじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及び

いじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策

定するものである。 

 

２ いじめの定義 

（定義） 

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に

在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な

影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為
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の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

２ この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する小

学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）をいう。 

３ この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

４ この法律において「保護者」とは、親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年

後見人）をいう。 

 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじ

められた児童生徒の立場に立つことが必要である。 

 この際、いじめには、多様な態様があることをふまえ、法の対象となるいじめに該当する

か否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との用件が限定して解釈され

ることのないよう努めることが必要である。例えばいじめられていても、本人がそれを否定

する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどし

て確認する必要がある。 

 ただし、このことは、いじめられた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったとき

のいじめられた児童生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認することを排除するものではな

い。 

 なお、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、学校におけるいじめ防止等の

対策のための組織を活用して行う。 

 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、

塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児童

生徒と何らかの人的関係を指す。 

 また、「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、

嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけあいであっても、

見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童

生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。 

 なお、例えばインターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいたが、当該児童生徒がその

ことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦痛を感じる

に至っていないケースについても、加害行為を行った児童生徒に対する指導等については法

の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。 

 加えて、いじめられた児童生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、そ

のすべてが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から行った行為が意

図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手

を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を築くことができ

た場合等においては、学校は「いじめ」という言葉を使わずに指導するなど、柔軟な対応に

よる対処も可能である。ただし、これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当する

ため、事案を学校いじめ対策組織へ情報提供することは必要となる。 

 「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談す

ることが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ち

に警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者

の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応をとることが必
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要である。 

 

 ３ いじめの防止等に関する基本的考え方  

 （１）いじめの防止 

 いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじ

め問題の克服のためには、すべての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要

であり、児童生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会

性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継

続的な取組が必要である。 

 このため、学校の教育活動全体を通じ、すべての児童生徒に「いじめは決して許されな

い」ことの理解を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等し

く認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地

を養うことが必要である。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改

善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。加えて、すべての児

童生徒が安心でき､自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりも未然防止の観点から

重要である。 

 また、これらに加え、いじめ問題への取組の重要性について市民全体に認識を広め、家

庭・地域と一体となって取組を推進するための普及啓発が必要である。 

 （２）いじめの早期発見 

 いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、すべての大人が連携し、児

童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。このため、いじめは周囲か

らの目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりする

など、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候であっ

ても、いじめではないかとの視点をもって、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを

隠したり軽視したりすることなく、積極的にいじめを認知することが必要である。 

 いじめの早期発見のため、学校や市教育委員会は、定期的なアンケート調査や教育相談

の実施、電話相談窓口の周知等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとと

もに、家庭・地域と連携して児童生徒を見守ることが必要である。 

 （３）いじめへの対処 

 いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた児童生徒やいじめ

を知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認

した上で適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。また、家庭や教育委

員会への連絡・相談や､事案に応じ、関係機関との連携が必要である。 

 このため、教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解を

深めておくことが必要であり、また、学校における組織的な対応を可能とするような体制

整備が必要である。 

 （４）家庭・地域との連携について 

 社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と家庭・地域との

連携が必要である。例えばPTAや地域の関係団体等と学校関係者が、いじめの問題について

協議する機会を設けたり、学校評議員会を活用したりするなど、いじめの問題について家
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庭・地域と連携した対策を推進することが必要である。 

 また、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため、

学校と家庭・地域が組織的に連携・協働する体制を構築する。 

 （５）関係機関との連携について 

 いじめ問題への対応においては、例えば、学校や教育委員会等において、いじめる児童

生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効

果を上げることが困難な場合などには、専門性の高い関係機関との適切な連携が必要であ

る。したがって、平素から、学校や市教育委員会と関係機関の担当者の窓口交換や連絡会

議の開催など、情報共有体制を構築しておくことが必要である。 

 例えば、教育相談の実施に当たり、必要に応じて医療機関などの専門機関との連携を図

ったり、高知県心の教育センターや法務局など、学校以外の相談窓口についても児童生徒

へ周知したりするなど、学校や市教育委員会が、関係機関による取組と連携することも重

要である。 

 

 

第２ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

 １ いじめの防止等のために市が設置する組織等 

 （１）「香南市いじめ問題対策連絡協議会」の設置 

（いじめ問題対策連絡協議会）  

第14条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例

の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府

県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。 

２ 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策

連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域

内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対

策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものと

する。 

 市は、法第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を

図るため、「香南市いじめ問題対策連絡協議会（仮称）」を条例により設置する。その構成

員は、学校、教育委員会及び専門性の高い方々を実情に応じて決定する。なお、本連絡協議

会と市教育委員会との連携を図るため、構成員に市教育委員会の代表者を加えるものとする。 

 また、より実効性の高い取組を実施するため、PDCAサイクルを用いて本基本方針に基づく

関係機関・団体の各種の取組を定期的に点検し、必要に応じて見直す役割も果たすものとす

る。点検評価の観点については、例えば、 

 ○関係機関と連携し、いじめ防止に適切に機能を果たしているか 

 ○学校や保護者・市民に対して必要かつ適切ないじめ防止の情報を提供しているか 

 ○市民に対して、いじめ防止に関する啓発活動や意識改革を喚起し、いじめを防止する体

制を整えているか 

などが考えられる。 

 （２）教育委員会の付属機関の設置 
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第14条第3 項 前2 項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な

連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策

を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に付属機関として必要な組

織をおくことができるものとする。 

 市は、法第14条第3 項の規定に基づき、基本方針に基づくいじめの防止等のための対策を

実効的に行うため、香南市教育委員会に付属機関を設置する。この付属機関は、教育委員会

といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、いじめの防止等のための対策を行い、

必要に応じて委員を学校へ派遣するなど、問題の解決を図ったりすることを目的とする。 

構成員には専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図り、公平性・中立性が確保さ

れるよう努める。 

 また、法第28条に規定する重大事態に係る調査を学校の設置者として教育委員会が行う場

合、この付属機関を調査を行う組織とする。調査に関しては、公平性・中立性を確保するよ

う努めるものとする。 

 

２ いじめの防止等のために香南市が実施する施策 

（１）学校が主体となって進める取組への支援 

①いじめの未然防止 

ア 保幼小中の連携を基軸とした取組の推進 

 ○連携教育の推進 

 ０歳から１５歳までを見通した子どもたちの育ちや学びを支援するため、保育所、

幼稚園、小学校、中学校と家庭・地域、行政が一体となって「コミュニケーション能

力」「規範意識」「自尊感情」の育成に取り組む。 

 そのため、教職員の相互乗り入れ授業や体験研修、子ども同士の交流、教職員の交

流、家庭・地域との交流等､あらゆる機会をとらえ各所属間の相互理解を深め､子ども

たちの育ちや学びを円滑なものとする。 

      ○道徳教育の推進 

 保幼小中連携の視点にたち、子どもたちの道徳性の涵養と道徳的実践力を身に付け

させることや、道徳的価値に気付き、自信を持って生きていこうとする態度を養うと

ともに、児童生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、論議することによ

り、いじめに正面から向き合うことができるよう、家庭・地域と一体となって取り組

む。 

 そのため、各小中学校における道徳の時間の充実、公開授業における情報交流を行

うとともに、道徳的実践力を育むため、児童会・生徒会の活動を活性化することや家

庭・地域と連携した取組を行う。 

 ○豊かな感性を育む教育の推進 

 学校において、児童生徒の豊かな情操や他人とのコミュニケーション能力、読解力、

思考力、判断力等を育むため、分かる授業を実践し学力を向上させる取組、ことばの

力を高めるための読書活動や対話・創作・表現活動等を取り入れた教育活動の実践を

支援する。 

 さらに、生命や自然を大切にし、感動や感謝の心、社会性や規範意識などを育てる
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ため、自然体験活動や集団宿泊体験等の様々な体験活動を推進する。 

 あわせて、児童生徒のいじめ防止等の意識を高めるために、学校と警察が連携して

取り組むいじめやインターネットの問題をテーマにした非行防止教室等の開催などの

取組を推進する。 

 ○情報モラル教育の充実 

インターネット上のいじめは、外部から見えにくい・匿名性が高いなどの性質を有す

るため児童生徒が行動に移しやすい一方で、一度インターネット上で拡散してしまっ

たいじめに係る画像、動画等の情報を消去することは極めて困難であること、一つの

行為がいじめの被害者にとどまらず学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可

能性があることなど、深刻な影響を及ぼすものである。また、インターネット上のい

じめは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となりうる。 

 このようなインターネット上のいじめの特質性を踏まえ、児童生徒に対して、イン

ターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねな

い行為であることを理解させる取組を行うとともに、インターネット上のいじめを防

止し、かつ効果的に対処ができるよう、児童生徒に対する情報モラル教育の充実を図

る。 

 ○人権感覚を育む人権教育の推進 

 児童生徒の人権が尊重され、安心して過ごせる環境をつくるために、すべての教育

活動を通じて人権教育を基盤とした学級づくり、学校づくりに取り組む必要がある。

そのためには、児童生徒が自他の 大切さを強く自覚し、よさを認め合える人間関係を

協力してつくることができるように、児童生徒に関わる教職員の人権感覚を育成する

ための研修機会を積極的に提供する。 

イ 開発的・予防的生徒指導の推進【教育委員会】 

 ○学校経営に生徒指導の３機能を位置付けた取組の推進 

 いじめを生じさせないためには、児童生徒に自己指導能力を身に付けさせることや

自治的な集団を育てていくことが必要である。そのため、教職員は、すべての学校教

育活動の中で、児童生徒一人一人がもっている力を引き出すとともに、自己肯定感、

自己有用感を高め、社会性を育むことを意識した開発的・予防的生徒指導を推進しな

ければならない。 

 そこで、児童生徒が安心して過ごせ、夢や志、自信をもてる学校を実現するため、

授業をはじめとするすべての教育活動の中に、生徒指導の３機能（自己決定の場を与

える、自己存在感を与える、共感的人間関係を育てる）の視点を位置付けた取組を市

内に広げ、組織的な生徒指導の推進と学校経営の改善を図る。 

     ○児童生徒の主体的な活動の推進 

 いじめを生じさせない・許さない学校づくりを推進するためには、道徳科の授業や

学級活動はもとより、児童生徒が児童会・生徒会活動等を通して、児童生徒が自らい

じめの問題について考え、論議する活動を推進したり、望ましい人間関係を形成し、

集団の一員としてよりよい学校づくりに参画し、協力していじめを解決しようとする

自主的な活動を推進することが重要である。 

ウ 教職員の資質能力の向上 
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 学校におけるいじめの未然防止の取組については、いじめの重大性を全教職員が認識

し、いじめの態様や特質、原因や背景、具体的ないじめの認知、指導上の留意点等につ

いて教職員間の共通理解を図り、校長を中心に組織的な協力体制を確立して実践に当た

る必要がある。 

○校内研修の実施の促進 

 市内全ての学校で、年に複数回、すべての教職員がいじめ防止対策推進法の内容を

理解するとともに、いじめに対する認知力・対応力向上を図るための校内研修の実施

を求めるとともに、研修資料・情報提供等の支援を行う。 

 また、いじめの態様に応じた対処ができるよう、心理や福祉の専門家であるスクー

ルカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等を活用した教職員のカウンセリング

能力等の向上に向けた校内研修の推進を図る。 

 さらに、高知県教育委員会発行の「いじめ対応マニュアル『子どもたちの笑顔のた

めに』」や「生徒指導ハンドブック」、「学級経営ハンドブック」、「Let’s feel 

じんけん」等も活用した校内研修の実施の促進・活性化に向けて、研修会等で具体的

な活用方法の周知・普及を図る。 

○障害のある児童生徒に対する指導の在り方についての理解 

 障害のある児童生徒が、周囲の児童生徒に十分に理解されず、いじめの「被害」を

受けないよう、教職員を中心とした周りの大人が最大限の支援を行わなければならな

い。 

 そのためには、教育的な活動を通して障害に対する理解を周囲に促すとともに、障

害のある児童生徒だけでなく、生活の中でつまずきやすい児童生徒を含めた、すべて

の児童生徒が互いの特性を理解し合い、助け合ってともに伸びていこうとする学級集

団づくりを行う必要がある。 

 また、障害のある児童生徒に対して、一人一人の教育的ニーズに応じた効果的な支

援や指導を行うために、「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」を作成する等、

早期からの支援体制をいっそう整備するとともに、「就学時引き継ぎシート」、「支

援引き継ぎシート」を活用した校種間の引き継ぎなどを効果的に利用し、特別支援教

育のさらなる充実を図る。 

   ②いじめの早期発見 

    ア いじめの実態把握と相談体制の整備・充実 

 学校において、年2回以上、「いじめアンケート」による調査を実施するとともに、

各学校の実情に応じて、個別面談、日記や家庭訪問などさまざまな取組を組み合わせて、

いじめの認知に努めるよう求める。 

 なお、学校における定期的なアンケート調査、個人面談の取組状況等を点検する。 

 また、スクールカウンセラー等の配置により、各学校における教育相談体制の充実を

図り、いじめの未然防止・早期発見・早期解決につなげる。 

 心の教育センター、少年サポートセンター、児童相談所における相談や、24時間いじ

め電話相談など、常時いじめの相談に応じることができる高知県全体の体制について、

学校を通じて周知を図る。 

   ③いじめへの対処 
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    ア 緊急学校支援チーム等の派遣 

 小中学校においていじめにより児童生徒の生命に関わるような緊急事案が発生した場

合や、学校だけでは解決が困難な事案について、学校の求めに応じて、臨床心理士、弁

護士、教員経験者、警察経験者等で構成された県の緊急学校支援チーム等を派遣依頼し、

児童生徒やその保護者及び教職員の心の安定を図るとともに、日常の学校生活への回復

に向けた助言を行い、適切に支援を行う。 

    イ ネット上のいじめへの対応 

 児童生徒及び保護者が、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、かつ効果

的に対処ができるよう、児童生徒に対する情報モラル教育の充実を図るとともに、保護

者に対する啓発活動を行う。 

 また、インターネットを通じて行われるいじめを監視する学校ネットパトロールの実

施などにより、ネット上のいじめの早期発見・早期対応のための体制整備を図る。 

 （２）教職員が子どもと向き合うことのできる体制の整備 

 教職員が子どもたちときちんと向き合い、いじめの防止等に学校として一丸となって組

織的に取り組んでいくことができるような体制の整備が重要であり、生徒指導に係る体制

等の充実のための教諭、養護教諭その他の教職員の配置、心理、福祉等に関する専門的知

識を有する者であっていじめの防止を含む教育相談に応じる者の確保、いじめへの対処に

関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等を県教育委員会に要望す

るなど必要な措置を講じる。 

 また、部活動休養日の設定や各種会議の持ち方の見直し等を行い、教職員の業務分担の

軽減を図る。 

 （３）家庭・地域との連携 

   ①ＰＴＡや地域の関係団体との連携促進 

 ＰＴＡや地域の関係団体と連携し、いじめの背景となっている子どもを取り巻く諸問題

や、子どものサインに気付く方法、法の趣旨及び方に基づく対応等に関する研修の機会を

設けるなど、いじめの問題について家庭、地域と連携した対策を推進するとともに、いつ

でも悩みを相談できる県内の教育相談事業に関する広報カードやチラシ等を配布し、周知

を図る。 

 また、インターネットの危険性や、危険を回避するためのフィルタリングの設定やルー

ルづくり等、児童生徒が安全に安心してインターネットを利用できるよう、保護者に対す

る啓発活動を行い、インターネットの適正利用に関するＰＴＡや家庭でのルールづくりを

推進する。 

   ②地域とともにある学校づくり 

学校と保護者・地域住民が学校運営に積極的に参画する学校運営協議会（コミュニティ

・スクール）や学校評議員会や開かれた学校づくり推進委員会等を推進することにより、

いじめの問題等、学校が抱える課題を共有し地域ぐるみで対応する仕組みづくりを進める。 

   ③地域ぐるみで子どもの育ちを支援する体制づくり 

 学校支援地域本部（地域学校協働本部）、放課後子ども教室・放課後児童クラブなど、

学校・家庭・地域の連携・協働により、子どもたちの居場所づくりを行い、子どもの自尊

感情や規範意識を育む活動を推進する。 
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 また、民生委員・児童委員や主任児童委員が参画し、厳しい環境に置かれている子ども

を学校と地域が連携して見守る体制を構築していく取組を進める。 

  ④就学前教育におけるいじめ問題への取組の推進 

 いじめの未然防止に向けて、幼児期の教育においても、発達段階に応じて幼児が他の児

童と関わる中で相手を尊重する気持ちを持って行動できるよう、取組を促す。また、保育

者や保護者に対するいじめの未然防止に係る幼児への関わりの重要性について理解を深め

る取組を行う。 

 （４）学校や教職員の取組に対する評価の留意点 

 学校や教職員の取組に対する評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、い

じめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日常の児童生徒理解、未然防止や早期

発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等が評価されること

を教職員に周知徹底するとともに、各評価の目的を踏まえて行う。 

 学校評価については、問題を隠さず、その実態把握や対応が促され、児童生徒や地域の

状況を十分踏まえて目標を立て、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し、評

価結果を踏まえてその改善に取り組むようにしなければならない。したがって、学校いじ

め防止基本方針に基づく取組（いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり、早期

発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケート、個人面談・保護

者面談の実施、校内研修の実施等）の実施状況を学校評価の評価項目に位置づけるよう、

各学校に対して、必要な指導・助言を行う。 

 また教職員の評価については、日頃からの児童生徒の理解、未然防止や早期発見、いじ

めが発生した際の問題を隠さず、迅速かつ適切な対応、組織的な取組等を評価するよう、

各学校における教職員評価への必要な指導・助言を行う。 

 （５）いじめの問題に関する正しい理解の普及啓発 

 保護者や地域住民などに広く、本基本方針やいじめ防止等の取組についての理解を促す

よう広報啓発の充実を図る。 

 また、いじめ問題をはじめとする「子どもの人権」等に関する研修啓発及び広報活動を

充実する。 

 

 ３ いじめ防止等のために学校が実施する施策 

 学校は、いじめの防止等のため、学校いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等の対策

のための組織を中核として、校長の強力なリーダーシップの下、一致協力体制を確立し、市教

育委員会とも適切に連携の上、学校の実情に応じた対策を推進することが必要である。 

 （１）学校いじめ基本方針の策定 

（学校いじめ防止基本方針） 

第13条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実

情に応じ、当該学校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるも

のとする。 

   ①学校基本方針の内容 

 各学校は、国、県の基本方針又は本基本方針を参酌し、自らの学校として、どのように

いじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方向や、取組の内容等を「学校いじめ
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防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）として定める。 

 学校いじめ防止基本方針を定める意義としては、次のようなものがある。 

○ 学校いじめ防止基本方針に基づく対応が徹底されることにより、教職員がいじめを抱

え込まず、かつ、学校のいじめへの対応が個々の教職員による対応ではなく組織として一

貫した対応となる。 

○ いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことは、児童生徒及びその保護

者に対し、児童生徒が学校生活を送る上での安心感を与えるとともに、いじめの加害行為

の抑止につながる。 

○ 加害者への成長支援の観点を基本方針に位置づけることにより、いじめ加害者への支

援につながる。 

 学校いじめ防止基本方針には、いじめ防止のための取組、早期発見、いじめ事案への対

処（以下「事案対処」という。）の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、教員の資質向

上に資する校内研修の充実等を定めることが想定され、いじめの防止、いじめの早期発見、

事案対処などいじめの防止等全体に係る内容であることが必要である。 

 その中核としては、いじめに向かわない態度・能力の育成等のいじめが起きにくい・い

じめを許さない環境づくりのために、年間の学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に

資する多様な取組が体系的・計画的に行われるよう、包括的な取組の方針を定め、その具

体的な指導内容のプログラムを図ること（「学校いじめ防止プログラム」の設定等）が必

要である。 

 また、アンケート、いじめの通報、情報共有、適切な対処等の在り方についてのマニュ

アルを定め（「早期発見・事案対処のマニュアル」の策定等）、それを徹底するため、

「チェックリストを作成・共有して全教職員で実施する」などといったような具体的な取

組を盛り込む必要がある。そして、これらの学校いじめ防止基本方針の中核的な策定事項

は、同時に学校いじめ対策組織の取組による未然防止、早期発見及び事案対処の行動計画

となるよう、事案対処に関する教職員の資質能力向上を図る校内研修の取組も含めた、年

間を通した当該組織の活動が具体的に記載されるものとする。 

 さらに、いじめの加害児童生徒に対する成長支援の観点から、加害児童生徒が抱える問

題を解決するための具体的な対応指針を定めることも望ましい。 

 

 加えて、より実効性の高い取組を実施するため、学校基本方針が、当該学校の実情に即

して適切に機能しているかを学校いじめ対策組織を中心に点検し、必要に応じて見直す、

というPDCAサイクルを、学校いじめ防止基本方針に盛り込んでおく必要がある。 

 そのために、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に

位置づける。学校いじめ防止基本方針において、いじめの防止等のための取組（いじめが

起きにくい・いじめを許さない環境づくり、早期発見・事案対処のマニュアル実行、定期

的・必要に応じたアンケート、個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等）に係る

達成目標を設定し、学校評価において目標の達成状況を評価する。各学校は、評価結果を

踏まえ、学校におけるいじめの防止等のための取組の改善を図る必要がある。 

   ②学校基本方針の策定に当たっての留意点 

 学校いじめ防止基本方針を策定・見直しを行うに当たっては、方針を検討する段階から



 - 11 -

保護者、地域住民、関係機関等の参画を得た学校いじめ防止基本方針になるようにするこ

とが、学校いじめ防止基本方針策定後、学校の取組を円滑に進めていく上でも有効である

ことから、これらの関係者と協議を重ねながら具体的ないじめ防止等の対策に係る連携に

ついて定めることが望ましい。また、児童生徒とともに、学校全体でいじめの防止等に取

り組む観点から、学校いじめ防止基本方針の策定に際し、児童生徒の意見を取り入れるな

ど、いじめの防止等について児童生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意す

る。 

 さらに、策定した学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページへの掲載

その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認で

きるような措置を講ずるとともに、その内容を、必ず入学時・各年度の開始時に児童生徒、

保護者、関係機関等に説明する。 

 （２）学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

第22条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該

学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者そのほかの関係者に

より構成されるいじめ防止等の対策のための組織を置くものとする。 

 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職

員・心理、福祉等の専門的知識を有する者その他の関係者により構成される「組織」を置く。 

   ①組織の役割 

 学校いじめ対策組織は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たって

中核となる役割を担う。具体的には、次に掲げる役割が挙げられる。 

【未然防止】 

○いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う

役割 

【早期発見・事案対処】 

○いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付けるの窓口としての役割 

○いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行

動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割 

○いじめに係る情報（いじめが疑われる情報や児童生徒間の人間関係に関する悩みを含

む。）があった時には緊急会議を開催するなど情報の迅速な共有、及び関係児童生徒

に対するアンケート調査、聞き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否

かの判断を行う役割 

○いじめの被害児童生徒に対する支援・加害児童生徒に対する指導の体制・対応方針の

決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割 

【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】 

○学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証

・修正を行う役割 

○学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修

を企画し、計画的に実施する役割 

○学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての
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点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割（PDCAサイクルの実行を含

む。） 

などが予想される。 

  いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを実効的に行うためには、学校

いじめ対策組織は、児童生徒及び保護者に対して、自らの存在及び活動が容易に認識

される取組（例えば、全校集会の際にいじめ対策組織の教職員が児童生徒の前で取組

を説明する等）を実施する必要がある。また、いじめの早期発見のためには、学校い

じめ対策組織は、いじめを受けた児童生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切

に解決する相談・通報の窓口であると児童生徒から認識されるようにしていく必要が

ある。 

 なお、香南市教育委員会においては、以上の組織の役割が果たされているかどうか

確認し、必要な指導・助言を行う。 

 さらに児童生徒に対する定期的なアンケートを実施する際に、児童生徒が学校いじ

め対策組織の存在、その活動内容等について具体的に把握・認識しているか否かを調

査し、取組の改善につなげることも有効である。 

 学校いじめ対策組織はいじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめの疑

いに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織的に対応できるような体制と

することが必要である。特に、事実関係の把握、いじめであるか否かの判断は組織的

に行うことが必要であり、当該組織が、情報の収集と記録、共有を行う役割を担うた

め、教職員は、ささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、抱え込まずに、又は対

応不要であると個人で判断せずに、直ちにすべて当該組織に報告・相談する。加えて、

当該組織に集められた情報は、個別の児童生徒ごとなどに記録し、複数の教職員が個

別に認知した情報の集約と共有化を図る。学校として、学校基本方針やマニュアル等

において、いじめの情報共有の手段及び情報共有すべき内容（いつ、どこで、誰が、

何を、どのように等）を明確に定めておく必要がある。 

 これらのいじめの情報共有は、個々の教職員の責任追及のために行うものではなく、

気づきを共有して早期対応につなげることが目的であり、学校の管理職はリーダーシ

ップをとって情報共有を行いやすい環境の醸成に取り組む必要がある。 

 また、学校いじめ対策組織は、各学校の学校基本方針の策定や見直し、各学校で定

めたいじめの取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや、いじめの対処が

うまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、各学校のいじめ

の防止等の取組についてPDCＡサイクルで検証を担う役割が期待される。 

   ②組織の構成員 

 学校いじめ対策組織については、組織的対応の中核として機能するような体制を確立す

るため、複数の教職員で構成するとともに、可能な限り、「心理、福祉等に関する専門的

な知識を有する者」として、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクール

ソーシャルワーカー、弁護士、医師、警察官経験者等の外部専門家を当該組織に参加させ、

実効性のある人選とする必要がある。 

 なお、「複数の教職員」については、管理職や主幹教諭、生徒指導担当教員、人権教育

主任、学年主任、養護教諭、学級担任、教科担任、部活動指導に関わる教職員、学校医等
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から学校の実情に応じて決定する。これに加え、個々のいじめの防止・早期発見・対処に

当たって関係の深い教職員を追加する。 

   ③組織運営上の留意点 

 各学校における組織については、いじめの防止、早期発見の実効性とともに、教職員の

経験年数やクラス担任制の垣根を越えた教職員同士の日常的なつながり・同僚性を向上さ

せるため、児童生徒に最も接する機会の多い学級担任や教科担任等が参画し、学校のいじ

め対策組織にこれらの機能や目的を十分に果たせるような人員配置とする必要がある。こ

のため、学校のいじめ対策の企画立案、事案対処等を学級担任を含めたすべての教職員が

経験することができるようにするなど、未然防止・早期発見・事案対処の実効化のため、

組織の構成を適宜工夫・改善できるよう、柔軟な組織とすることが有効である。 

 また、当該組織を実際に機能させるに当たっては、適切に外部専門家の助言を得つつも

機動的に運用できるよう、構成員全体の会議と日常的な関係者の会議に役割分担しておく

など、学校の実情に応じて工夫することも必要である。 

 なお、重大事態の調査のための組織について、学校がその調査を行う場合は、この組織

を母体としつつ、当該事案の性質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法によって対応

することも考えられる。 

 （３）学校におけるいじめの防止等に関する措置 

 市教育委員会及び学校は、連携して、いじめの防止や早期発見、いじめが発生した際の

対処等に当たる。 

   ①いじめの防止 

 いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童生徒を対象に、い

じめに向かわせないための未然防止の取組として、児童生徒が自主的にいじめの問題につ

いて考え、論議すること等のいじめ防止に資する活動に取り組む。 

 指導に当たっては、発達の段階に応じて、児童生徒がいじめの問題を自分のこととして

捉え、考え、論議することにより、正面から向き合うことができるよう、実践的な取組を

行う。また、その際、 

○ いじめは重大な人権侵害に当たり、被害者、加害者及び周囲の児童生徒に大きな傷を

残すものであり、決して許されないこと 

○ いじめが刑事罰の対象となり得ること、不法行為に該当し損害賠償責任が発生し得る

こと等についても、実例（裁判例等）を示しながら、人権を守ることの重要性やいじめ

の法律上の扱いを学ぶといった取組を行う。 

 また、未然防止の基本は、児童生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規

律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを

行う。 

加えて、集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわ

れることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。 

 児童生徒に対するアンケート・聞き取り調査によって初めていじめの事実が把握される

例も多く、いじめの被害者を助けるためには児童生徒の協力が必要となる場合がある。こ

のため、学校は児童生徒に対して、傍観者とならず、学校いじめ対策組織への報告をはじ

めとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるよう努める。 
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 さらに、教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長し

たりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。 

○ 発達障害を含む、障害のある児童生徒がかかわるいじめについては、教職員が個々の

児童生徒の障害の特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別の指導計

画を活用した情報共有を行いつつ、当該児童生徒のニーズや特性、専門家の意見を踏ま

えた適切な指導及び必要な支援を行うことが必要である。 

○ 海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなど外国に

つながる児童生徒は、言語や文化の差から学校での学びにおいて困難を抱える場合も多

いことに留意し、それらの差からいじめが行われることがないよう、教職員、児童生徒、

保護者等の外国人児童生徒等に対する理解を促進するとともに、学校全体で注意深く見

守り、必要な支援を行う。 

○性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめを防止するため、性同

一性障害や性的指向・性自認について、教職員への正しい理解の促進や学校として必要

な対応について周知する。 

○ 東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難している児童

生徒（以下、「被災児童生徒」という）については、被災児童生徒が受けた心身への多

大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理解し、当該児童生徒に対する

心のケアを適切に行い、細心の注意を払いながら、被災児童生徒に対するいじめの未然

防止・早期発見に取り組む。 

 上記の児童生徒を含め、学校として特に配慮が必要な児童生徒については、日常的に当

該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生

徒に対する必要な指導を組織的に行う。 

   ②早期発見 

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行

われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職

員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階か

ら的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認

知することが必要である。 

 このため、日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化

や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて、学校は定期的なアンケート

調査や教育相談の実施等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実

態把握に取り組む。 

 各学校は学校いじめ防止基本方針において、アンケート調査、個人面談の実施やそれら

の結果の検証及び組織的な対処方法について定めておく必要がある。 

 アンケート調査や個人面談において、児童生徒が自らSOSを発信すること及びいじめの

情報を教職員に報告することは、当該児童生徒にとっては多大な勇気を要するものである

ことを教職員は理解しなければならない。これを踏まえ、学校は児童生徒からの相談に対

しては、必ず学校の教職員が迅速に対応することを徹底する。 

 その際、いじめの問題に対して、その態様に応じた適切な対処ができるよう、心理や福

祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等を活用して、教
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職員のカウンセリング能力等の向上を図るための校内研修を計画的に実施しておく。 

   ③いじめに対する措置 

 法第23条第1項は、「学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に

応じる者及び保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事

実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報そ

の他の適切な措置をとるものとする。」としており、学校の教職員がいじめを発見し、又

は相談を受けた場合には、速やかに学校いじめ対策組織に対し当該いじめに係る情報を報

告し、学校の組織的な対応につなげなければならない。すなわち、学校の特定の教職員が

いじめに係る情報を抱え込み、学校いじめ対策組織に報告を行わないことは、同項の規定

に違反し得る。 

 児童生徒から学校の教職員いじめ（疑いを含む）に係る情報の報告・相談があった時に、

学校が当該事案に対して速やかに具体的な行動をとらなければ、児童生徒は「報告・相談

しても何もしてくれない」と思い、今後いじめに係る情報の報告・相談を行わなくなる可

能性がある。このため、いじめに係る情報が教職員に寄せられた時は、教職員は、他の業

務に優先して、かつ、即日、当該情報を速やかに学校いじめ対策組織に報告し、学校の組

織的な対応につなげる必要がある。 

 また、各教職員は、学校の定めた方針等に沿って、いじめに係る情報を適切に記録して

おく必要がある。 

 学校いじめ対策組織において情報共有を行った後は、事実関係の確認の上、組織的に対

応方針を決定し、いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒を徹底して守

り通す。 

 いじめた児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮のも

と、毅然とした態度で指導する。これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者

の協力、関係機関・専門機関との連携のもとで取り組む。 

 いじめは､単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消してい

る」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これら

の要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するもの

とする。 

○ いじめに係る行為が止んでいること 

 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行わ

れるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間

とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長

期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は

学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職

員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、

期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて相当の期間を設

定して状況を注視する。 

○ 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

 いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がい

じめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及び
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その保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 

 学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を守り通し、その安全

・安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に至る

まで被害児童生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含

む対処プランを策定し、確実に実行する。 

 上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、いじめ

が「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得る

ことを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒について

は、日常的に注意深く観察する必要がある。 

 さらに、必要に応じ、被害児童生徒の心的外傷ストレス（PTSD）等のいじめによる後

遺症へのケアを行う。 

 

 ４ 重大事態への対処 

 （１）学校の設置者又は学校による調査 

   ① 重大事態の発生と調査 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下

「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資

するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質

問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするため

の調査を行うものとする。 

（１）いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が

生じた疑いがあると認めるとき。 

（２）いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余

儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当

該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態

の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第1項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の

規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行う

ものとする。 

    ア 重大事態の意味について 

 「いじめにより」とは、各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童等に対

して行われるいじめにあることを意味する。 

 第１号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒

の状況に着目して判断する。例えば、 

 ○児童生徒が自殺を企図した場合 

 ○身体に重大な障害を負った場合 

 ○金品等に重大な被害を被った場合 

 ○精神性の疾患を発症した場合 
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などのケースが考えられる。 

 第２号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。

ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかか

わらず、学校の設置者又はその設置する学校の判断により、迅速に調査に着手すること

が必要である。 

 また、児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあっ

た時は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえな

い」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。児童生

徒又は保護者からの申し立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性

があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに

留意する。 

    イ 重大事態の報告 

      学校は、重大事態が発生した場合、香南市教育委員会を通じて香南市長へ事態発生を

報告する。 

    ウ 調査の趣旨及び調査主体について 

 重大事態に係る事実関係の調査を行うに当たっては、いじめがあったかどうかを厳格

に判断することに殊更とらわれるのではなく、学校が調査を通じて把握した事実をしっ

かりと受け止め、当該児童生徒に対する適切な支援につなげていくことが最も重要であ

る。 

 学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに学校の設置者に報告し、学校の設置者

は、その事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかについて判断する。 

 調査の主体は、学校が主体となって行う場合と、学校の設置者が主体となって行う場

合が考えられるが、従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴え

などを踏まえ、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に

必ずしも十分な結果を得られないと学校の設置者が判断する場合や、学校の教育活動に

支障が生じるおそれがあるような場合には、学校の設置者において調査を実施する。 

 学校が調査主体となる場合であっても、学校の設置者は調査を実施する学校に対して

必要な指導、また、人的措置も含めた適切な支援を行うこととする。 

 なお、従前の経緯や事案の特性から必要な場合や、いじめられた児童生徒又は保護者

が望む場合には、市長等による調査を並行して実施することも想定される。この場合、

調査対象となる児童生徒への心理的な負担を考慮し、重複した調査とならないよう、各

調査主体が密接に連携し、適切に役割分担を図ることが求められる。 

    エ 調査を行うための組織について 

 学校の設置者又は学校は、その事案が重大事態であると判断したときは、当該重大事

態に係る調査を行うため、速やかに、その下に組織を設ける。 

 この組織の構成については、専門性の高い者であって、当該いじめ事案の関係者と直

接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者で行い、当該調査の公平性・中立性を確

保するよう努める。 

 また、学校が調査の主体となる場合、迅速性の観点から、法第22条に基づき学校に設

置されている「いじめの防止等の対策のための組織」を母体として、当該重大事態の性



 - 18 -

質に応じて適切な専門家を加えるなどの方法により組織を構成することも考えられる。 

    オ 事実関係を明確にするための調査の実施 

 「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ

（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情

や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応し

たかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることである。この際、因果関係

の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査すべきである。 

 この調査は、民事・刑事上の責任追及やそのほかの争訟等への対応を直接の目的とす

るものでなく、事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図

るものを目的として行う。 

 学校の設置者及び学校自身が、たとえ不都合なことがあったとしても、事実にしっか

りと向き合い、付属機関等に対して積極的に資料を提供するとともに、調査結果を重ん

じ、主体的に再発防止に取り組まなければならない。 

     ◎いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合 

 いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合には、以下の点に留意して調査

を行う。 

○いじめられた児童生徒からの聴き取りを十分に行うとともに、在籍児童等や教職

員に対する質問紙調査や聴き取り調査等を行う。 

○いじめられた児童生徒や情報を提供してくれた児童生徒を守ることを最優先とし

た調査を実施する。 

○調査による事実関係の確認とともに、いじめた児童生徒への指導を行い、いじめ

行為を止める。 

○いじめられた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた児童生徒

の状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支

援等を行う。 

○学校の設置者が、事案の重大性を踏まえて、より積極的に指導・支援を行い、関

係機関ともに適切に連携し対応に当たる。 

     ◎いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合 

 児童生徒の入院や死亡など、いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合

は、当該児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者と今後の

調査について協議し、調査に着手する。調査方法としては、在籍児童生徒や教職員に

対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。 

     （自殺の背景調査における留意事項） 

 児童生徒の自殺という事態が起こった場合の調査の在り方については、その後の自

殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施する。 

 この調査においては、亡くなった児童生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至った経

過を検証し再発防止策を講ずることを目指し、遺族の気持ちにも十分配慮しながら行

う。 

 また、いじめがその要因として疑われる場合の背景調査については、法第28条第1

項に定める調査に相当することとなり、その在り方については、以下の事項に留意の
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うえ、「子供の自殺が起きた時の背景調査の指針（改訂版）」（平成26年7月文部科

学省・児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議）を参考とする。 

○ 背景調査に当たっては、遺族が切実な心情を持つことを認識し、その要望・意

見を十分に聴取するとともに、できる限りの配慮と説明を行う。 

○ 在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う。 

○ 死亡した児童生徒が置かれていた状況として、いじめの疑いがあることを踏ま

え、学校の設置者又は学校は、遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調

査や一斉聴き取り調査を含む詳しい調査の実施を提案する。 

○ 詳しい調査を行うに当たり、市教育委員会又は学校は、遺族に対して、調査の

目的・目標、調査を行う組織の構成等、調査の概ねの期間や方法、入手した資料

の取り扱い、遺族に対する説明の在り方や調査結果の公表に関する方針などにつ

いて、できる限り、遺族と合意しておく。 

○ 調査を行う組織については、専門的知識及び経験を有する者であって、当該い

じめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者ではない者

（第三者）の参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう

努める。 

○ 背景調査においては、自殺が起きた後の時間の経過等に伴う制約の下で、でき

る限り、偏りのない資料や情報を多く収集し、それらの信頼性の吟味を含めて、

客観的に、特定の資料や情報にのみ依拠することなく総合的に分析評価を行うよ

う努める。 

○ 客観的な事実関係の調査を迅速に進めることが必要であり、それらの事実の影

響についての分析評価については、専門的知識及び経験を有する者の援助を求め

ることが必要であることに留意する。 

○ 学校が調査を行う場合においては市教育委員会は、情報の提供について必要な

指導及び支援を行う。 

○ 情報発信・報道対応についてはプライバシーへの配慮のうえ、正確で一貫した

情報提供が必要であり、初期の段階で情報がないからといって、トラブルや不適

切な対応がなかったと決めつけたり、断片的な情報で誤解を与えたりすることの

ないよう留意する。なお、亡くなった児童生徒の尊厳の保持や、子どもの自殺は

連鎖（後追い）の可能性があることなどを踏まえ、報道の在り方に特別の注意が

必要であり、WHO（世界保健機関）による自殺報道への提言を参考に、報道機関

に対して適切に対応する。 

    カ 調査実施におけるその他の留意事項 

○ 法第23条第2項に基づき、学校において、いじめの事実の有無の確認のための措置

を講じた結果、重大事態であると判断した場合も、それのみでは重大事態の全貌の事

実関係が明確にされたとは限らず、未だにその一部が解明されたにすぎない場合もあ

り得ることから、調査資料の再分析や、必要に応じて新たな調査を行うこととする。

ただし、事実関係の全貌が十分に明確にされたと判断できる場合は、この限りではな

い。 

○ 重大事態が発生した場合に、関係のあった児童生徒が深く傷つき、学校全体の児童
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生徒や保護者や地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風評等が

流れたりする場合もある。市教育委員会又は学校は、児童生徒や保護者への心のケア

と落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した

情報発信、プライバシーへの配慮を行う。 

○ なお、市教育委員会においては、事案の重大性を踏まえ、児童生徒に関して出席停

止措置等の制度について、情報提供が必要と判断した場合は、適切に対応する。 

 いじめの加害者である児童生徒に対して出席停止の措置を行った場合には、出席停

止の期間における学習への支援など教育上必要な措置を講じ、当該児童生徒の立ち直

りを支援する。また、いじめられた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、就

学等の弾力的な対応を検討することも必要である。 

   ② 調査結果の提供及び報告 

第28条第2 項 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行った

ときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係

る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

    ア いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任 

 市教育委員会又は学校は、いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、調査によ

り明らかになった事実関係（いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であっ

たか、学校がどのように対応したか）等について説明する。この情報の提供に当たって

は、適時・適切な方法で行う。 

 これらの情報の提供に当たっては、市教育委員会又は学校は、他の児童生徒のプライ

バシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し適切に提供する。 

 ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはならない。 

 質問紙調査の実施により得られたアンケートについては、いじめられた児童生徒又は

その保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先立ち、その旨

を調査対象となる在校生やその保護者に説明する等の措置が必要であることに留意する。 

 また、学校が調査を行う場合においては、市教育委員会は、情報の提供の内容・方法

・時期などについて必要な指導及び支援を行う。 

    イ 調査結果の報告 

 調査結果については、市長に報告する。 

 調査の結果の説明を踏まえて、いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場

合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、

調査結果の報告に添えて市長に報告する。  

 （２）調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置  

（公立の学校に係る対処） 

第30条第2 項 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大

事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めると

きは、付属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1 項の規定による調査の

結果について調査を行うことができる。  

   ①再調査 

 法第30条第2項及び第31条第2項の規定に基づき、重大事態が発生した旨の報告を受けた
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市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の

ため必要があると認めるときは、専門的な知識又は経験を有する第三者等による付属機関

を設置し、法第28条第1項の規定により、市教育委員会又は学校が行った調査の結果につ

いて調査（以下「再調査」という。）を行う。 

 この付属機関については、専門的な知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案

の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者ではない者（第三者）の参加を

図り、当該調査の公平性・中立性を図る。 

 なお、従前の経緯や事案の特性から必要な場合や、いじめられた児童生徒又は保護者が

望む場合には、市教育委員会や学校が行う調査と並行して、市長等による調査を実施する

こともありうる。この場合、調査対象となる児童生徒への心理的な負担を考慮し、重複し

た調査とならないよう、調査主体者間で密接に連携し、適切に役割分担を図ることが求め

られる。 

 再調査についても、市教育委員会又は学校による調査同様、再調査の主体は、いじめを

受けた児童生徒及びその保護者に対して、情報を適切に提供する責任があるものと認識し、

適時・適切な方法で調査の進捗状況等及び調査結果を説明する。 

   ②再調査の結果を踏まえた措置等 

 市長及び市教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該

調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な

措置を講ずるものとする。 

 「必要な措置」としては、市教育委員会においては、例えば、県教育委員会の指導主事

や県教育センターの専門家の派遣を依頼し、重点的な支援を行うことや、人的体制強化の

ため、生徒指導に専任的に取り組む教職員や外部専門家の配置を県に要望することが考え

られる。 

 また、当該学校について再調査を行ったとき、市長はその結果を議会に報告しなければ

ならないこととされている。議会へ報告する内容については、個々の事案の内容に応じ、

香南市において適切に設定されることとなるが、個人のプライバシーに対しては必要な配

慮を確保することが当然求められる。 

 

 

第３ その他留意事項 

 市は、法の施行状況等を勘案して、本基本方針の見直しを検討し、必要があると認められる

ときは、その結果に基づいて必要な措置を講じる。 

加えて、本市が設置する学校における学校基本方針について、それぞれ策定状況を確認し、公

表する。 


